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Q16：労働が原因で心身に影響（疑いも含む）があり、勤務の

継続が困難になった事例の経緯 

 

⚫ 21 例の記載があった。AI テキストマイニングでスコアが高かった単語は「過重労

働」「適応障害」であり、直接的と考えられる原因として多くあげられた。一方「超

低出生体重児」のスコアも高く、超低出生体重児の診療に関連した心身疲労が多いこ

とが推測された。 

図１.ワードクラウド                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．単語出現頻度分析 

 

⚫ ChatGPT によるカテゴリー化は以下であった。 

1. 身体的負担 

o 過重労働、夜勤の負担増加、睡眠不足、不整脈発作、脳梗塞など 

o 例：「夜勤後に意識消失し、不整脈が判明。以後、夜勤免除となった」 
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2. 精神的ストレス 

o 適応障害、精神的疲弊、燃え尽き症候群（バーンアウト）、抗精神薬の服用

開始 

o 例：「異動直後の環境変化に適応できず、産業医受診を勧奨された」 

3. 家庭との両立困難 

o 家庭との両立、育児負担、切迫流産・切迫早産による休職 

o 例：「家族との時間が取れず、退職を決断」 

4. 職場環境 

o パワハラ、厳しい指導、超低出生体重児への対応による強いストレス 

o 例：「上級医のパワハラと過密労働のため、新生児科を辞めたいと申し出

た」 

 

⚫ Q16：まとめと考察 

働き方改革後も、異動や過重労働、重症児対応、対人関係などによる心身の不調が原因で

勤務継続が困難になる事例が後を絶たない。適応障害や精神疾患、身体症状を訴える医師

が複数おり、勤務負担の偏りやサポート体制の不足が背景にあると考えられる。制度上の

勤務時間制限だけでなく、実質的な業務量の調整、定期的なメンタルヘルス支援、指導医

研修や相談窓口の整備、柔軟な勤務体系の導入など、多面的な支援が必要である。持続可

能な勤務体制は、人を守る視点なくして成り立たない。 
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Q21 1 年前と比較した自施設の働き方の変化についての評価  

 

⚫ 133 例の記載があった。AI テキストマイニングでスコアが高かった単語は「当直」

「労働時間」「診療報酬」「自己研鑽」「オンコール」等であり、これらに関連した事

項が大きく変化したと推測された。 

 

図 2.ワードクラウド                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2．単語出現頻度分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ChatGPT によるカテゴリー化は以下であった。 

1. ポジティブな変化 

o 時間外労働の管理が厳格化され、正当な給与が支払われるようになった 

o 休暇を取得しやすくなり、職場の意識が変化 
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o 例：「時間外労働が正しく給与に反映され、モチベーションが向上」 

2. ネガティブな影響 

o 労働時間の制約により、臨床・教育のバランスが崩れた 

o 重症患者の受け入れ制限、診療報酬の低下 

o 例：「NICU 管理料の制約により、病院の収益が悪化」 

3. 制度変更の影響 

o 宿日直制度の変更により、夜勤負担が増加 

o 当直明けの帰宅時間が守られるようになったが、医療提供の柔軟性が低下 

o 例：「宿日直のルール変更により、翌日の勤務負担が増加」 

⚫ Q21：まとめと考察 

働き方改革の導入により、医師の労働環境には一定の改善が見られている。当直明けの帰

宅や代休取得が定着し、心理的負担の軽減や QOL 向上につながったほか、勤怠管理の導

入により勤務状況の可視化が進み、透明性のある労働環境づくりが進んでいる。さらに、

チーム医療の意識が高まり、役割分担の明確化や、医師増員による業務の効率化といった

ポジティブな変化も一部で報告されている。 

一方で、改革に伴う勤務時間制限に対し、人員の確保が追いついておらず、上級医や常

勤医に業務が集中するなどの弊害も顕著となっている。若手医師の経験や教育の機会が減

少し、成長やモチベーションへの悪影響も懸念されている。また、制度導入が現場の実情

と乖離しているケースも多く、医療の質や安全性、継続的な診療体制の維持が困難になっ

ている現状も浮き彫りとなっている。 
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Q22 働き方改革の障害になっている事項 

 

⚫ 182 例の記載があった。AI テキストマイニングでスコアが高かった単語は「医師」

「NICU」「人員不足」「医師不足」「当直」「マンパワー」等であり、これらに関連し

た事項が働き方改革の障害になっていると推測された。 

 

図 3.ワードクラウド 

  

表 3．単語出現頻度分析 

 

 

⚫ ChatGPT によるカテゴリ化は以下であった。 

1. 人員不足 

o 医師、看護師の確保が困難であり、業務負担の分散が不十分 

o 例：「NICU 専従医師の不足により、夜勤負担が増加」 

2. 給与体系と経済的課題 

o 大学病院の給与水準が低く、外勤に頼らざるを得ない 
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o 診療報酬の改定が医療現場の実態に即していない 

o 例：「勤務医の給与が低いため、バイトをしないと生活が成り立たない」 

3. 制度の柔軟性の欠如 

o 全国一律の制度が現場の実情に合わず、地方や診療科ごとの差が考慮され

ていない 

o 例：「地方の NICU では宿直体制を維持する方が適切だが、一律の夜勤制

度に変更された」 

4. 教育と業務の両立困難 

o 指導医の負担増加、研修医の経験不足 

o 例：「専攻医の教育に時間が割けず、診療の質に影響が出ている」 

 

⚫ Q22 まとめ 

働き方改革における最大の障害は、医師数の絶対的な不足と、それに伴うマンパワーの限

界である。特に新生児科・小児科領域では、交代制勤務や夜勤体制の維持が困難で、教育

機関としての機能や医療の質の維持に支障をきたしている。また、若手医師の給与の低さ

や、外勤依存による勤務の過重化も深刻であり、労働時間の短縮と教育・診療の両立が困

難な状況にある。制度と実態の乖離が現場にしわ寄せを生み、改革そのものが現実的に機

能していない施設も少なくない。今後は、医師数の確保に加え、地域や診療科の特性を踏

まえた柔軟な制度設計、タスクシフト・集約化の実効的な推進が不可欠であり、医療の質

を維持しながら持続可能な勤務体制を構築するための政策的支援が強く求められる。 
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Q23：“その他” 自由記載回答のまとめ 

 

⚫ その他自由記載に挙げられた意見 

その他自由記載として挙げられた意見は全 94 件あり、分類した結果、多かった順番に

① 地域格差・医師不足：27 件（29％）、② 制度自体の問題：23 件（24％）、③ 医師育

成のための教育：15 件（16％）、④ 賃金・給与体系：13 件（14％）、⑤ 医療の質：6

件（6％）、⑥ その他：10 件（11％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 都市圏と地方におけるカテゴリ別の自由記載件数の違いは以下の通りである。 

地方の方が都市圏よりも件数が多かったカテゴリは、 

① 地域格差・医師不足（地方 17 件 vs 都市圏 10 件） 

② 賃金・給与体系（8 件 vs 5 件） 

③ 医療の質（4 件 vs 2 件） 
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これらの結果は、働き方改革が地方における労働環境や賃金・給与体系、さらには医療の

質に悪影響を及ぼしている可能性を示唆している。 

 

⚫ 具体的回答例： 特に医師不足が懸念される“地方”に注目して、カテゴリ別に、代表

的意見例を以下表にピックアップして示す。 

① 地域格差・医師不足 

北海道・東北 

全国統一するのは不可能。地域、病院各々で需要・供給が違う。 

診療報酬に労働力への配慮が乏しい現状では、人員補充なしでの働き

方改革は困難である。タスクシフトの受け手の人員も不足しており、

崖に突き落とされるような不安を感じます。 

人員不足の中、法律だけが先行している。 

現行の医師数では定められた日当直回数を守ることは困難で、実際に

は基準を大きく超える勤務が常態化しており、地域医療維持のために

原則から逸脱せざるを得ないのが現状です。 

当地域では小児科や新生児医療を志す若手の不足により、病院の統廃

合を通じて見かけ上の働き方改革は実現しているものの、実際には余

裕ある勤務には至っていません。誰のための改革なのか疑問であり、

医師や患者のためとは感じられません。また、限られた時間の中で若

手が十分な経験や技術を身につけられるのは、医療資源が豊富な都市

部の一部病院に限られるのではないかという懸念があります。 

中部 

働き方改革は医師の健康管理を目的としながらも、実態は医師の努力

頼みであり、マンパワー不足により負担は変わりません。自己研鑽の

定義も不明確で、会議などは今も時間外に行われています。 

人員が増えないのに、1 人の労働時間だけを制限することは理屈上不可

能。全体的な医師の成熟が遅くなる。医療のレベルが下がる。 

新生児科の業務内容で宿日直許可を得ようとすること自体に無理があ

り、特に地方の少人数体制の NICU では、管理料 1 の算定も難しいの

が実情です。 

今回の診療報酬改定は、医師不足の地方 NICU にとって大きな打撃と

なりました。管理料 1 では宿日直が認められず、A 水準の維持が困難と

なったため、やむを得ず管理料 2 へと移行し、収入が減少。労働時間は

変わらず、地域格差が一層深刻化しています。 

医師が不足している中で強引に働き方改革が進められた結果、当県の

小児科・産婦人科医療は 1 年以内に崩壊する恐れがあります。 

中国 
人員確保面の差がありすぎて都市部と地方と同じシステムで動かすのは

無理がある。 
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四国 大都市集中の是正が必要 

九州・沖縄 
大学医局人事に頼っているため、入局者が少ないとスタッフが増えず、

時間外労働が減らない。 

 

① 制度自体の問題 

北海道・東北 

タスクシフトや特定看護師の増員により、医師が本来の医療に専念で

きる体制を整えることが、働き方改革の持続には不可欠だと思います。 

地域の周産期医療・新生児医療に破壊的影響を与えている。 

改革されていないと思います。 

九州・沖縄 

現行の働き方改革は労働時間の制限に偏り、増員や効率化が進まない

中で負担の偏りや医療の質低下を招いています。医師の個人差を考慮

し、一律ではなく柔軟な対応と、働ける医師へのインセンティブも必

要です。 

中国 

広域地域では搬送時間が新生児の命に直結し、生活圏の再編が不可欠

です。国が方針を示さない中、負担は少人数の病院に集中し、世代間で

も偏りが生じる厳しい状況が続いています。 

四国 

少子化と人口減少により病院間で患者の奪い合いが進む中、真に働き

方改革を実施する病院には患者が集まりにくく、表面上の改革で従来

通りの対応を続ける病院に患者が集中する傾向が強まると考えられま

す。 

 

② 医師育成のための教育問題 

北海道・東北 

休息を取りやすい職場の雰囲気は良い変化ですが、貴重な症例より休

みが優先されるようになっては本末転倒であり、バランスを見誤らな

いことが重要です。 

九州・沖縄 

現行の働き方改革は労働時間の制限に偏り、増員や効率化が進まない

中で負担の偏りや医療の質低下を招いています。医師の個人差を考慮

し、一律ではなく柔軟な対応と、働ける医師へのインセンティブも必

要です。 

中国 

経験の機会やモチベーション向上の仕組みを考えなければ、医療の質

の低下につながります。 

医師は診療を優先せざるを得ず、会議は夕方以降に集中しがちです。結

果として、年齢を重ねた上級医ほど負担が増す傾向があります。 

大学病院では診療・教育・研究の全てを求められますが、それは暗黙

の前提となっています。教育・研究に費やす時間外労働にも、正当な時

間外申請が認められるべきです。 
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中部 

働き方改革を進めるなら、診療レベルを調整して仕事量を減らさなけ

れば、現場の精神的負担が増すだけです。単に休息を促すだけでなく、

国として「何を減らすか」の明確な指針が必要です。 

働ける意欲がある若手も制限され、教育や自己研鑽の時間が実質的に

労働と認められず、学ぶ機会や意欲が損なわれています。 

 

③ 賃金・給与体系 

北海道・東北 給与が担保された働き方改革が必要 

四国 

働き方改革と診療報酬の算定要件が噛み合っておらず、算定のために無

理をして働くという本末転倒な状況が生まれています。 

働き方改革を進めるには、これまで無償だった医療行為にも正当な賃

金を支払い、医療費の増加を受け入れる覚悟が必要です。 

中部 
勤務医、開業医を問わず、ゆとりをもって診療できるような診療報酬の

改訂に努めるべき 

関東 

宿日直許可の問題が放置される限り、働き方改革の負担は特定の病院

や医師に集中します。許可の妥当性は定期的に見直すべきです。また、

院外医師との給与格差は常勤医の意欲を下げる要因であり、是正が必

要です。大学病院では少人数で多くを担い、時間内に収めるのは困難で

す。 

加算が増えても医師や看護師の賃金が上がらなければ、モチベーショ

ンは上がらず職場環境も改善しません。まずは看護師の働き方改革と

待遇改善が必要で、それが医師の体制維持にもつながります。NICU や

ICU などの過酷な現場には、国の補助など具体的な支援が不可欠です。 

 

④ 医療の質 

北海道・東北 

働き方改革を守るには、分娩施設のさらなる集約化が必要です。その実

現には行政の関与が不可欠であり、1 時間以上の移動を強いられる利用

者への安全確保と理解促進が重要です。 

医療の質の低下を来すなにものでもない。 

九州・沖縄 

医師数の検討や対策をせずに労働時間制限だけが先行したことで、現

場は混乱し、医療の質や若手医師の研修にも悪影響が出ています。周産

期医療体制の崩壊も懸念されます。 

関東 患者の犠牲者がでないことを祈るだけです 

 

⚫ Q23：自由記載のまとめと考察 

◼ “地域格差・医師不足”に関して 
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地方からの回答 17 件のうち、北海道・東北が 7 件と最も多く、次いで中部が 5 件

であった。これらの地域からの意見は、働き方改革が一律の制度設計で進められ

ている一方で、地域や病院ごとに異なる医師数や医療需要が考慮されておらず、

現場では人員不足のまま労働時間制限だけが先行して混乱を招いている現状を反

映している。診療報酬制度との不整合も相まって、特に地方では収入減や教育機

会の減少が生じ、医療の質の低下や若手医師の志望離れが懸念されている。地域

格差を踏まえた柔軟な制度設計と医師確保策が不可欠である。 

 

◼ “制度自体の問題”に関するまとめ 

現行の働き方改革は労働時間制限に偏り、医師の負担が集中し医療の質が低下し

ており、タスクシフトや特定看護師の活用、働ける医師への柔軟な対応が不可欠

であると考える。 

国の方針不在の中、特に広域地域では搬送リスクが高く、周産期・新生児医療

への影響は深刻である。改革を実行する病院ほど患者が集まらず、形だけの対応

が選ばれる現状は本質的な改善につながらないと考える。 

 

◼ “医師育成のための教育問題” 

現行の働き方改革は労働時間の制限に偏り、増員や効率化が進まない中で負担が

集中し、医療の質や教育機会の低下を招いていると思われる。 

休息の確保は重要であるが、症例経験や自己研鑽の機会が奪われては本末転倒

であり、医師の個人差や役割に応じた柔軟な対応と、意欲ある医師への支援が必

要である。 

診療・教育・研究を担う大学病院では、時間外労働の正当な評価や、仕事量削

減への国の具体的な指針が求められている。 

 

◼ “賃金・給与体系”について 

働き方改革を実効性あるものとするには、正当な賃金の支払いと診療報酬制度の

見直しが不可欠である。算定要件と実態が噛み合わず、無理に働く状況が続けば、

本末転倒となる。 

宿日直許可の運用や院外医師との給与格差も常勤医の士気低下を招いており、

是正が必要である。看護師の待遇改善も急務であり、特に NICU・ICU など過酷

な現場には、国による具体的支援が求められる。 

 

◼ “医療の質”について 

働き方改革を守るには、分娩施設のさらなる集約化と行政の積極的関与が不可欠

である。しかし、医師数の検討や対策が不十分なまま労働時間制限のみが先行し、
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現場は混乱しつつあり、医療の質や若手医師の研修にも深刻な影響を及ぼしてい

る。これは周産期医療体制の崩壊を招きかねず、患者に犠牲が出ないことを願う

ばかりである。 
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アンケート結果の総括 

本調査では、地方の地域周産期母子医療センター、特に大学病院以外の施設における医

師不足と勤務環境の厳しさが際立つ結果となった。アンケート回答率は地方の大学病院以

外の地域周産期母子医療センターで 39％と極めて低く、回答すら困難な労働実態が示唆さ

れる。特定集中治療管理料の格下げや宿日直許可の高取得率は、制度的な改善ではなく、

慢性的な人手不足への苦渋の対応としての姿である。新生児科における常勤医師数は、都

市圏の総合周産期母子医療センターでは平均 8.9 人であるのに対し、地方の大学病院以外

の地域周産期母子医療センターではわずか 2.0 人と深刻な格差が存在する。また、院外待

機が常態化し、“隠れた長時間労働”が医師の健康と医療の質を脅かしている。さらに、働

き方改革に対応するための増員が行われていない施設が多く、「変わらない」との回答が

地方に集中していることは、人員補充が現実的に不可能であることを示している。Q14 の

差分データでは大学病院以外の地域周産期母子医療センターで－25 人と最大の減少が見ら

れ、地域周産期母子医療センター全体が厳しい状況にある。今後は、地方施設への重点的

な人的・制度的支援と、都市圏との構造的格差を是正する政策的介入が不可欠である。 

自由記載（Q21～Q23）では、現場の切実な声が数多く寄せられ、働き方改革が現実に

は実効性を持ちにくい状況が浮き彫りとなった。Q21 では「働き方に変化がない」との回

答が多数を占め、改革が形だけで現場改善に至っていない実態が見て取れる。特に地方・

地域の周産期母子医療センターでは、医師数・支援体制の不足により、時間外労働の短縮

どころか負担が増したという声もあった。Q22 では、改革の障害として「医師不足」「人材

確保の困難さ」「交代勤務の不成立」「診療報酬制度とのミスマッチ」などが繰り返し指摘

された。宿日直許可の取得によって制度的には“遵守”しているものの、実態は日中業務と

の連続勤務であり、拘束の連鎖から解放されない状況がある。Q23 では、「改革を強制す

る前に支援策が必要」「診療体制を維持するための財政的・人的援助が不可欠」「特に小

児・新生児科では交代制が現実的でない」との意見が多く、改革を現場に丸投げすること

への強い不満が表明されている。総じて、自由記載からは制度上の整合性ではなく、現場

の持続可能性を重視した支援と柔軟な運用が求められていることが明確であり、改革を“支

える”仕組みの強化が急務である。 
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結論 

本調査から、働き方改革は制度上の整備が進む一方で、現場、とくに地方の地域周産期母

子医療センターでは実効性に乏しく、医師不足や人的・制度的支援の欠如が深刻な課題で

あることが明らかとなった。新生児医療を中心に医師の常駐体制が困難となり、拘束勤務

や医療の質の低下が顕著である。自由記載からも、交代制勤務の不成立や診療報酬制度の

限界など、構造的問題が改革を阻んでいる実態が示された。今後は、現場の声に即した柔

軟な制度運用と、地方への人的・財政的支援を強化する政策的介入が不可欠である。 
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働き方アンケート結果まとめ【小児外科】 

働き方改革ワーキンググループ 小児外科班 

矢本真也 

Q6. 宿日直許可の有無を教えてください 

【結果】 

• 全体の 72.2% の医師が「宿日直許可あり」と回答。 

• 「許可なし」の回答は 27.8% に留まった。 

• 大学病院では「許可なし」がやや多い 傾向があり、地域の病院の方が宿日直許可が得られて

いる可能性が高い。 

【考察】 

宿日直許可の取得率は比較的高いが、一部施設では未取得の状態。許可の有無が医師の労働時間管理

や適切な休息時間に影響を与える可能性があるため、今後の改善が必要。 

 

Q7. あなたの病院の 36 協定では、あなたの部門の医師の時間外労働時間の実際の上限時間は何時間

でしょうか 

【結果】 

• 上限時間の分布には大きなばらつきがあり、月 80 時間以下の施設もあれば、月 200 時間以

上の施設も存在。 

• 上限が 100 時間を超える施設が多数派 であり、特に大学病院では時間外労働の上限が厳しい

ケースが見られた。 

【考察】 

時間外労働の上限時間が非常に幅広く、病院ごとに異なる管理がされていることがわかる。長時間労

働のリスクが高い環境では、医師の健康管理や働き方改革のさらなる推進が求められる。 
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Q8. 時間外労働の上限水準を教えてください 

【結果】 

• A 水準（年 960 時間以内）を超えるケースが多い。 

• B 水準（年 1860 時間）を超える医師も一部存在。 

• 大学病院での労働時間が長めの傾向。 

【考察】 

A 水準超えの医師が多数派であり、長時間労働が常態化していることが示唆される。労働環境改善の

ため、適切なタスクシフトや医師の増員が必要。 

 

Q9. あなたの部門の常勤医師数を教えてください 

【結果】 

• 4〜6 名の施設が最も多い。 

• 大学病院では 10 名以上の常勤医がいるケースもあるが、地域病院では 2〜3 名の施設も多

い。 

【考察】 

常勤医師数の規模は施設によって異なり、特に地域病院では少人数で運営されている場合が多い。人

員不足が長時間労働の原因になっている可能性がある。 

 

Q10. あなたの部門の夜間院内勤務者数（当直や交代勤務の夜勤）を教えてください 

【結果】 

• 1 名で対応している施設が最多。 

• 大学病院では 2 名以上のケースも見られるが、地域病院では 1 名のみの施設が多い。 

【考察】 
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夜間勤務者が 1 名に限られると、緊急対応時の負担が大きくなる。特に小児外科では夜間の緊急手術

が発生しやすいため、人員配置の見直しが必要。 

 

Q11. あなたの部門の夜間自宅待機医師数を教えてください 

【結果】 

• 0〜1 名が多数。 

• 大学病院では複数名待機しているケースもある。 

【考察】 

夜間の負担が集中しやすい状況が見られ、特に地域病院では自宅待機体制が十分でない可能性があ

る。 

 

Q12. あなたの部門の常勤医師以外が当直・夜間勤務を行う回数（1 か月あたり）を教えてください

（2 人当直で 2 人とも該当の場合は 2 回と数えてください） 

【結果】 

• 常勤医以外が夜間勤務を行う回数は「0 回」の施設が最多。 

• 月 1〜3 回程度の勤務が発生している施設もあるが、頻度は低い。 

• 大学病院や大都市圏の施設では非常勤医師の当直活用が一部見られるが、地方ではほぼな

し。 

【考察】 

非常勤医師や院外医師の夜間勤務の活用が限定的であるため、常勤医に負担が集中する傾向が見られ

る。特に地方病院では、非常勤医師の確保が難しく、勤務負担が一層大きい可能性がある。 

 

Q13. （Q12.のうち） 院外の医師が担っている延べ回数（1 か月あたり）を教えてください 
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【結果】 

• ほとんどの施設で「0 回」。 

• 大学病院の一部では月 1 回程度、院外医師が夜間勤務を担当。 

【考察】 

院外医師の活用は極めて限定的であり、常勤医が夜間勤務を支えている状況が浮かび上がる。特に地

方病院では外部医師の活用が難しいことが課題。 

 

Q14. 1 年前と比較した、あなたの部門の常勤医師数の変化を教えてください 

【結果】 

• 「変化なし」が半数以上。 

• 減少した施設は一定数あり、特に地方の病院では医師の減少が顕著。 

• 増加した施設は少数に留まる。 

【考察】 

医師数の変動は限られているが、減少傾向が見られる施設では診療体制に影響を与える可能性があ

る。医師の確保や勤務環境の改善が必要。 

 

Q15. 過去一年間に、あなたの部門で労働が原因で心身に影響（疑いも含む）があり、勤務の継続が

困難になった人数を教えてください 

【結果】 

• 「0 人」の施設が多いが、一部の施設では 1〜2 名が勤務継続困難に。 

• 特に時間外労働が多い施設で心身の影響が報告される傾向。 

【考察】 
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小児外科の労働負担は依然として大きく、一部の医師が過労の影響を受けている。適切な勤務管理が

必要。 

 

CQ16．（Q15. 過去一年間に、あなたの部門で労働が原因で心身に影響（疑いも含む）があり、勤

務の継続が困難になった人数を教えてください）の事例の経緯などを、お教えください 

【結果・考察】 

CQ15 にて 1 施設あたり，2 人以上に労働が原因で心身に影響があり勤務の継続が困難になった施設

はなかったが，全体としては 10 施設に 1.2 施設で勤務の継続が困難となった小児外科医を認めた。

これは全体の 5%であった。 

働き方改革が進められる中で、医師の労働環境に関する懸念が依然として多く見受けられる。本アン

ケートでは、医師のメンタルヘルスや労働環境に関する意見が寄せられた。 

 

都市部では、「夜間オンコールにより常に呼び出しの不安があり、休息が取れない」との意見があ

り、オンコール体制の負担が依然として大きいことが示されている。一方、地方では「多忙により頭

痛や抑うつ状態が頻発し、休職を余儀なくされた」「心神衰弱になった」といった深刻な健康被害が

報告されており、過重労働の影響が顕著に表れている。 

 

また、「パワハラの報告がある」といった声もあり、職場環境の問題も依然として存在する。加え

て、働き方改革の影響で「なんとか 1 週間以上の休業はせずに勤務できている」との声もあるが、医

師の健康を守るためのさらなる制度改善が求められている。今後は、メンタルヘルスケアの充実やオ

ンコール負担の軽減など、より現場に即した対策が必要である。 

 

Q17. 前年度のあなたの部門の A 水準超え（960 時間）の医師数を教えてください 

【結果】 

• A 水準超えの医師が一定数存在し、特に大学病院での割合が高い。 

• 地域病院では比較的少ないが、それでもゼロではない。 
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【考察】 

年間 960 時間を超える長時間労働が問題となっている。特に大学病院では厳しい勤務環境に置かれて

いる可能性が高い。 

 

Q18. 前年度のあなたの部門の B 水準超え（1860 時間）の医師数を教えてください 

【結果】 

• B 水準超えの医師はごく少数だが、ゼロではない。 

• 大学病院で報告されたケースがいくつかある。 

【考察】 

一部の医師が極端な長時間労働を行っており、過労死リスクの観点からも注意が必要。働き方改革の

さらなる推進が求められる。 

 

Q19. 前年度のあなたの部門で時間外労働が最大だった医師の、年間時間外労働時間を教えてくださ

い 

【結果】 

• 最大で 2000 時間を超える施設もあり、極めて過酷な労働環境の例が存在。 

• 平均的には 1000〜1500 時間の範囲。 

【考察】 

一部の医師に時間外労働が集中しているケースがあることが示唆される。公平な業務分担の必要性が

高い。 

 

Q20. 労働時間，休日，賃金について 
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【結果】 

• 労働時間は長いが、賃金面では不満を持つ医師も多い。 

• 休日が十分に確保されていないと感じる医師が多数。 

【考察】 

給与が労働時間に見合っていないと感じる医師が多く、適正な報酬と休息時間の確保が重要。 

 

 

CQ21: 1 年前と比較した『自施設における働き方の変化』に対して、ご自由にお書きください 

 

総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センター，大学と大学以外，都市部と地方がほぼ

同数ずつの回答であった．多くの医療施設では何らかの変化が見られたものの，その影響や受け止め

方は都市部と地方，大学病院と非大学病院によって異なる様相を呈していた． 

 

1. 都市部・地方における変化の違い 

都市部では、「意味のない残業が減った」「オンコール体制への移行」「勤務者の居住地変更による

夜間呼び出しの減少」など、効率的な働き方を意識するようになったという意見が見られた。一方

で、地方では「常勤医減数の影響は大きいが、改革の影響としてはそれほど変化がない」「救急指定

病院のため、時間外手術の頻度は変わらず、改革による恩恵が少ない」といった意見が目立ち、地域

ごとの課題が浮き彫りになった。 

また、地方では「交代要員がいないため、仕事量は減らない」「新生児科医師の夜勤導入による業務

分担が進んだ」といった意見もあり、都市部と比較して医療人材の不足が深刻であることが改めて確

認された。 

2. 大学病院と非大学病院における違い 

大学病院では、「増収を求められる機会が増えた」「働き方改革の影響をあまり感じない」との声が

聞かれた。研究や教育と並行して診療を行う環境では、日々の業務の増減が大きな影響を与えるた

め、改革がもたらす変化が限定的になりやすいようだ。一方、非大学病院では「研修医が必要以上に
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働かなくなり、専攻医が救急患者を断るケースが増えた」「医師数が少ない診療科ではオンコール負

担が依然として重い」といった問題が指摘されている。 

3. 働き方改革の影響 – 改善点と課題 

(1) 改善点 

• 不要な残業の削減: 「意味のない残業が減った」「勤務時間内に業務を終わらせる意識が高

まった」など、時間管理の意識が向上している。 

• ワークライフバランスの向上: 「若手が休みを取りやすくなった」「子育て中の女性医師の

ためにカンファレンスの時間を変更した」など、柔軟な働き方への対応が進んでいる。 

• 業務の分担: 「新生児科医師による夜勤導入」「カンファの時間調整」など、業務分担の工

夫が見られる。 

(2) 課題 

• 人員不足の影響: 「交代要員がいないため、仕事量は変わらない」「常勤医減により負担

増」といった声が多く、特に地方では人材確保が難しく、負担の軽減が進んでいない。 

• オンコール負担の増加: 「毎日がオンコール」「時間外労働は 79 時間 59 分で申請」といっ

た実態があり、表面的な労働時間削減にとどまっているケースがある。 

• 収益への影響: 「収支の重要性ばかりが言われる」「病院の増収がないと人員増加が難し

い」といった声があり、経済的な課題も改革の障壁になっている。 

4. まとめ 

働き方改革は一定の成果を上げているものの、地域ごとの医療環境や病院の規模によってその影響に

は差があることが明らかになった。特に地方では医療人材の不足が根本的な課題となっており、単な

る労働時間短縮では対応が難しい。オンコール体制の見直しや診療報酬の調整など、より実態に即し

た改革が求められるだろう。 

また、大学病院では研修医や専攻医の働き方に影響が出ており、単純な時間管理ではなく、教育・経

験の確保と労働時間削減のバランスを取ることが課題となっている。 

 

CQ22：働き方改革の障害になっている事項は何だと思いますか。ご自由にご回答ください 
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医療現場における働き方改革が進められる中で，現場の医師たちは多くの課題を抱えている．本アン

ケートでは，働き方改革の障害となっている事項について都市部・地方，大学病院・非大学病院の視

点を交えて分析した． 

 

1. 主要な障害要因の分類 

アンケートの自由回答を分析した結果、働き方改革の障害となる要因は以下の 5 つのカテゴリーに分

類できる。 

1. 人員不足・マンパワーの欠如 

o 「マンパワー不足」「人員不足」「医師数の不足」「主治医制の影響」 

o 特に地方では医師が少なく、交代要員が確保できないことが大きな課題となってい

る。 

o 科内の医師数が限られているため、一部の医師に業務が集中しやすい。 

2. 医療経済・病院経営の問題 

o 「病院の経営状況が悪化し、人を増やせない」「医療収入が増えないため人件費を

増やせない」 

o 収益の向上なしに医療人材を増やすことが難しく、特に地方の病院では収入不足が

医療の質を保つ妨げとなっている。 

3. 労働環境・制度の問題 

o 「勤務時間の制約とバックアップ体制の不備」「当直やオンコールの負担」 

o 実際に代休が取れない、時間外労働を申告できないなどの問題が発生しており、改

革が実態に即していない。 

o 病院の管理職の考え方が古く、時間外労働が美徳とされている場合もある。 

4. 医師の働き方の柔軟性欠如 

o 「一律に勤務時間が制限され、診療科の状況を考慮していない」 

o 各診療科で必要な働き方が異なるにもかかわらず、画一的なルールが適用されてい

るため、業務の継続が困難になっている。 

o 多様性を認めないことが問題視され、医師の意欲を削ぐ要因となっている。 

5. 医師の教育・自己研鑽の問題 

o 「自己研鑽の時間が確保できない」「若手医師の教育に支障が出る」 

o 研修医や専攻医が十分な臨床経験を積む機会が制限され、救急医療などで患者対応

を断るケースが増えている。 
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2. 都市部・地方の違い 

都市部と地方では、特に「人員不足」に対する認識に違いが見られる。都市部では「マンパワー不足

はあるが、ある程度の代替手段がある」との意見がある一方、地方では「交代要員がいないため、実

際の業務負担が変わらない」「休日であっても緊急手術に呼び出される」といった深刻な声が多く聞

かれた。 

また、都市部では「勤務時間の制約とバックアップ体制の不備」が問題視されている。時間外勤務を

削減する制度が整っていても、実際には代休が取れない状況が続いており、現場の負担が軽減されて

いないという指摘が多かった。 

3. 大学病院・非大学病院の違い 

大学病院では「病院の経営状況が厳しく、人を増やせない」「パラメディカルや事務スタッフの支援

が少なく、業務負担が重い」といった意見が目立つ。特に、医療経済の影響を受けやすく、増収がな

ければ人件費を増やせないというジレンマが発生している。 

一方、非大学病院では「当直・オンコール体制の負担が大きい」「診療科ごとに働き方の最適解が異

なるのに、一律のルールが適用される」といった問題が指摘された。特に地方の病院では、夜間対応

の負担が増しており、長時間労働が慢性化していることが課題となっている。 

4. まとめ 

アンケート結果から、働き方改革は制度としては導入されたものの、実態としては現場の負担が軽減

されていないケースが多く見受けられた。特に、人員不足が深刻な地方では、改革の影響を受けにく

く、労働時間短縮が現実的に難しい状況が続いている。 

今後の展望として、以下のような対策が求められる。 

• 人員不足の解消策: 地域ごとの医療人材の偏在を是正し、医師の労働負担を分散する仕組み

を構築する。 

• 柔軟な働き方の導入: 一律の労働時間制限ではなく、診療科ごとの特性に応じた柔軟な運用

を取り入れる。 

• 医療経済の改善: 収益の向上策を検討し、病院経営の安定化を図ることで、人材確保に投資

できる環境を整備する。 
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• 医師の自己研鑽の確保: 若手医師が十分な経験を積めるよう、研修制度の見直しや教育機会

の充実を図る。 

 

CQ23：その他、働き方ついてご意見ございましたら、ご自由にご回答ください 

 

働き方改革の導入により、医療現場の負担軽減やワークライフバランスの改善が期待される一方で、

さまざまな課題も浮き彫りになっている。本アンケートでは、働き方についての自由意見を収集し、

それを都市部・地方、大学病院・非大学病院の視点から整理・分析した。 

1. 主要な意見の分類 

回答を分析した結果、働き方改革に関する意見は以下の 5 つのカテゴリーに分類できる。 

1. 医療の質と経験不足の懸念 

o 「10 年後、20 年後の医療の質を評価してほしい」 

o 「経験が必要な職業であり、必要な残業もある」 

o 「若手医師が経験不足のため、自分で責任が取れず、何でも上司に確認する傾向が

強まっている」 

o → 医療技術の伝承や経験の蓄積が重要であるにもかかわらず、労働時間の制約がそ

の機会を奪うという懸念が広がっている。 

2. 地方医療の持続困難性 

o 「地方では最初から諦めている」 

o 「地方ではマンパワーが不足しており、交代要員がいない」 

o 「地域による医療格差が広がっており、NICU 認定を維持することが困難」 

o → 地方では医療人材の確保が難しく、制度の適用が都市部と同じようには進まな

い。医療の均衡を保つためには、地域ごとの実情を考慮した施策が必要。 

3. 医師のモチベーションと働き方の制約 

o 「時間外手当の収入が減少し、医師のモチベーション低下」 

o 「働きたい医師が十分に働けない」 

o 「一律に時間外労働を減らすのではなく、診療科ごとの適応が必要」 

o → 収入減による不満や、労働時間の一律制限が医師の成長機会を制約している現実

がある。 

4. 病院経営・収益の課題 
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o 「病院の赤字が続き、人を増やせない」 

o 「医療収入の増加がなければ、人件費を増やすことができない」 

o 「診療報酬の変動が、医療現場の経済面に影響を与えている」 

o → 医療経済が厳しい中、病院の経営状況を考慮しない改革は現実的でないという意

見が強い。 

5. 制度改革の影響と課題 

o 「制度改革後、救急患者を断るケースが増加」 

o 「改革を遵守するために産婦人科が閉鎖された例もある」 

o 「管理職が旧来の考え方を持っており、改革が十分に機能しない」 

o → 制度改革が医療提供体制の縮小や業務負担の偏りを招き、一部の診療科で深刻な

影響が出ている。 

2. 都市部・地方の違い 

都市部では「働きたい医師が十分に働けない」「病院の収益が改善されなければ、医師の増員が難し

い」といった意見が多く、制度面での課題が指摘された。一方、地方では「交代要員がいないため、

制度が形骸化している」「NICU など専門的な医療サービスの維持が難しい」といった声が目立ち、

医療の持続可能性に関する懸念が強い。 

3. 大学病院・非大学病院の違い 

大学病院では「研修医の制度により、若手医師が必要以上に働かなくなった」「自己研鑽の時間が取

れず、専門性の向上が困難」といった教育面での問題が浮上している。非大学病院では「時間外勤務

の削減が病院経営に悪影響を及ぼす」「患者を断らないように求められながら、現場はすでに限界」

といった声があり、特に中小規模の病院では厳しい状況が続いている。 

4. まとめ 

本アンケートの結果から、働き方改革は医師の負担軽減という側面では一定の成果を上げているもの

の、多くの課題が未解決のままであることが明らかになった。 

今後の課題としては、以下の点が挙げられる。 

• 地域医療の格差是正: 地方の医師不足を解消するための支援策や、医師の地域偏在を防ぐた

めのインセンティブの強化が必要。 
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• 診療科ごとの柔軟な運用: 一律の時間制限ではなく、診療科ごとの適応を考慮した制度の見

直しが求められる。 

• 経済的支援と病院経営の安定化: 病院の収益向上策を検討し、医療現場の持続可能性を高め

るための政策が必要。 

• 教育と研修の改善: 若手医師の自己研鑽の機会を確保し、経験不足による医療レベルの低下

を防ぐための制度改正が求められる。 

働き方改革は、医師の健康やワークライフバランスを守るという理念のもとで進められているが、実

態としては医療の質や持続性に課題を残している。特に地方医療の継続や専門医の養成、病院経営と

のバランスなど、制度設計の見直しが急務である。医療の現場に即した柔軟な改革が求められてい

る。 

 

Q24. 所定労働時間外の業務の扱い 

【概要】 

カルテ記載やカンファレンス、学会活動などが労働時間に該当するかを調査。 

【主な結果】 

• カルテ記載やカンファレンスは「労働時間」と認識されることが多い。 

• 学会活動や論文執筆は「労働時間外」として扱われることが一般的。 

【考察】 

診療に直接関わる業務は労働時間とみなされるが、学会や研究活動は労働時間外として扱われること

が多い。研究業務を含めた勤務管理の見直しが求められる。 

 

全体のまとめ 

• 小児外科医の 長時間労働が常態化 している。 

• 常勤医以外の負担分散がほとんどない ため、一部の医師への負担が集中。 
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• 時間外労働が過剰な医師が存在し、過労のリスクが高い。 

改善のポイント 

• 非常勤医師や院外医師の活用を増やす 

• 時間外労働の制限を厳格化する 

• 勤務負担の平準化を進める 

• 適切な報酬と休息時間の確保 

このような取り組みが、今後の働き方改革にとって重要となる。 
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態、特に地方・地域の周産期母子医療センターでは、医師数・支援体制の不足により、

時間外労働の短縮どころか負担が増している実情が認められた。制度上の整合性では

なく、現場の持続可能性を重視した支援と柔軟な運用を求める意見が多かった。 

12． 小児外科部門の自由記載項目からは、働き方改革導入後も現場の負担は軽減され

ず、人員の絶対的不足のため改善の見通しが立たない現実が特に地方で浮き彫りにな

っている。働き方改革は、医師の健康やワークライフバランスを守るという理念のも

とで進められているが、実態としては医療の質や持続性に課題を残している。特に地

方医療の継続や専門医の養成、病院経営とのバランスなど、制度設計の見直しが急務

と考えられた。 

 

以上 

 


